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朝霞警察署ホームページでも、最新の

防犯情報を随時更新しています。

不法就労とは

① 不法滞在者や被退去強制者が働く場合

② 出入国在留管理庁から働く許可を受けずに働く場合

③ 現に有している在留資格等で働くことが認められた

範囲を超え働く場合

となります。

雇用する際、外国人が働けない者であることを知らず、

在留カードを確認していない等の過失がある場合、雇用

主が不法就労助長罪に問われます。

雇用主は、不法就労を防止するため、外国人雇用の際

には、必ず在留カードの記載事項の確認をお願いします。


